
平 成 21 年 3 月 16 日 
独立行政法人中小企業基盤整備機構 

 

 

「がんばれ！中小企業ファンド（事業継続ファンド）」出資事業の主な要件 

 

 

１．出資対象とする組合 

 後継者不在等の事業承継問題により、新たな事業展開が困難となっている中小企業の

事業継続を円滑化するとともに、新事業展開を通じた経営の向上を図ることを目的とす

ると認められる投資を行う組合（投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成１０年

法律第９０号。以下「有限責任組合法」という。）に基づく投資事業有限責任組合に限る。

以下同じ。）であること。 

 

２．機構の組合員としての地位及び出資限度額 

独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）は、組合（既存組合であ

ることを妨げない。）の有限責任組合員として参加することとし、１組合への出資限度額

は、出資総額の２分の１（地方公共団体が出資を行う場合には、当該地方公共団体の出

資額とあわせて２分の１）とする。 

 

３．投資対象 

投資総額の７０％以上（注１）は、日本国内に本店（企業組合及び協業組合の場合は、

その主たる事務所、個人の場合は、その主たる営業所）を置いて、日本国内で事業を行

う中小企業者（注２）であって、新商品、新技術若しくは新たな役務の開発、企業化、

需要の開拓その他の新たな事業開拓を行うものであることに加えて、投資総額の５０％

以上は、下記のような事業承継問題を抱える中小企業者であって、かつ、事業継続の必

要性が認められるものに対して、組合の期間内において、既存株式等の取得により、フ

ァンド単独で又は株主間契約を締結すること等により協調関係にある他の株主と合わせ

て、当該企業の議決権の過半数を取得し、かつ、当該企業における経営者が交代する事

業継続案件とすること。 

①「事業承継問題を抱える中小企業者」とは、次に掲げる中小企業者とする。 

 ア．後継者がいない企業 

 イ．後継者がいても、その資力が十分でないこと等により、経営権の確立が困難な企

業 

②「事業継続の必要性が認められるもの」とは、次に掲げる中小企業者とする。 

 ア．優れた技術・ノウハウやブランド力等の事業基盤を有するもの 

 イ．地域の経済振興及び雇用等に貢献している企業であって、事業継続により一層の

成長発展が見込まれるもの 

 

４.投資形態 

有限責任組合法第３条第１項各号に規定する投資形態によること。ただし、匿名組合

契約への出資の持分又は信託受益権の取得を行う場合には、当該出資額又は当該取得額

を超えて損失を負担することのないことを匿名組合契約、信託契約等において規定する

こと。 

 

５．出資金の払込法 

出資約束金額を確定した上での「分割払い」の方式であること。ただし、機構の出資

約束金額が 10億円以下の場合に限り、「一括払い」であることも可能とする。 

６．出資約束金額の減額 



出資約束金額は、組合存続期間の２分の１経過後において投資金額累計額が全組合員

の出資約束金額総額の６０％を超えない場合には、当該投資金額累計額、当該事業年度

末までの投資予定額（投資実行及び投資金額が決定している案件に係るものに限る。）及

び管理報酬その他の費用の合計金額まで引き下げることができるものとすること。 

出資約束金額を引き下げた場合には、その引き下げ修正までの間に支払った管理報酬

額のうち、半期ごとに計算した修正差額を、無限責任組合員から返還させることができ

る。 

 

７．組合の存続期間 

組合の存続期間は１２年以内とすること。ただし、有限責任組合員と無限責任組合員

との合意の上で、当初の存続期間から３年を超えない範囲内で延長可能とすること。 
 

８．投資先企業の育成 

①無限責任組合員は、投資後における投資先企業の業況や事業の進捗状況等を継続的に

把握するとともに、経営、技術等に関する支援を行うものとし、その旨を投資先企業

との間で締結する投資契約書、匿名組合契約書等に明記すること。 

②無限責任組合員は、組合目的に従い善良なる管理者の注意をもってその業務を執行す

ること。 

③無限責任組合員は、投資先企業と匿名組合契約の出資の持分又は信託の受益権を取得

する場合にあっては、当該契約等の内容について機構へ事前に通知するとともに、機

構は当該契約等の内容に対して意見を述べることができること。 

④組合契約上、組合の目的に「ハンズオン支援をすることで投資先企業の新事業展開等

を支援すること」を明記するとともに、無限責任組合員が主催する投資委員会へ機構

又はその指名する者がオブザーバーとして出席することができることを明記すること。 

  ⑤無限責任組合員は、必要に応じて次に掲げる事業承継問題の解決支援等を行うものと

すること。 

   ア．後継者不在の場合は新経営陣の選定を行うこと。また、事業展開に要する人材を

必要に応じて派遣すること。 

   イ．資本政策及び事業計画等の策定並びに金融機関や取引先等との利害関係の調整等、

投資先企業の事業の円滑な承継を図ること。 

 

９．利益相反 

無限責任組合員は、組合に不利益が生じないよう利益相反に配慮すること。 

なお、無限責任組合員は、組合存続期間の２分の１を経過した日又は組合の出資約束

金額の総額に占める投資総額の割合が６０％を超える日のいずれか早い日までの間は、

組合員の事前の承認を得ることなく、組合の事業と同種又は類似の事業を行うことはで

きない。 

 

１０．報告義務 

無限責任組合員は、有限責任組合員に対し、下記の事項に関し報告するとともに、有

限責任組合員から要請があった場合には、投資活動に関する情報の開示を行うこと。な

お、②については投資実行の翌月末まで、③については発生後遅滞なく、⑤については

処分収入を得た翌月末までに報告を行うものとする。 

①組合の半期ごとの業務執行状況 

②投資実行した場合の投資先企業の概要、投資額等 

③投資先企業に発生した次に掲げる重要な事情の内容等 

ア．投資時点で予定されていなかった、合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業

譲渡、事業の休止又は廃止、破産、会社更生又は民事再生の手続開始申立等 

イ．上場承認 



④投資先企業の１年ごとの収支、雇用その他の経営状況 

⑤売却・償還等による処分収入を得た場合の当該投資先企業の概要、売却額等 

 

１１．無限責任組合員に対する報酬 

管理報酬及び成功報酬は、組合の主な投資対象や投資形態等を勘案し、妥当と認めら

れる設定基準とすること。なお、管理報酬により賄われるべき費用の範囲は、組合の設

立、投資先の発掘・審査、投資先に対する支援及び組合事業の運営に要する費用を基本

とする。 

 

１２．公正な投資及び回収 

①投資先企業の株式取得及び売却を、公正な価額で行うものとすること。 

 なお、株式取得において既存株式を取得する場合には、無限責任組合員及び株式の譲

渡人の何れに対しても利害関係がない公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しく

は税理士法人（以下「公認会計士等」という。）が査定した価額（株価算定書の作成必

要）に基づくものとする。 

②無限責任組合員は、租税回避となっていないことを、無限責任組合員及び株式の譲渡

人の何れに対しても利害関係がない公認会計士等に確認した上で、租税回避とならな

い場合にのみ、投資先企業の先代経営者の親族への株式売却を行うことができる。こ

の場合においては、無限責任組合員は、中小企業基盤整備機構に対し、事前に説明を

行うこと。 

 

１３．組合の運営方針 

① 投資先企業の転売や投資先企業の清算、重要な資産の売却、事業の極端なリストラ

等を通じた短期的な投資回収による安易な利益の獲得を目指すことなく、投資先企業

の円滑な事業承継を目的とする投資を行うこと。 

② 組合による投資を無限責任組合員又は無限責任組合員の関係会社の系列企業獲得を

目的として行わないこと。 

③ 投資の回収において、投資先企業の後継者等の意向に反した当該社株式の売却を行

わないこと。 

 

１４．その他 

①組合は、資金の借入れを行わないものとすること。 

②組合契約に盛り込んだ投資形態から発生する有価証券譲渡益又は配当収入による利益

の再投資を行わないものとすること。 

③無限責任組合員は、組合財産清算の努力を行った後に、なお残余の未公開株式等が存

在する場合には、客観的かつ適正な時価で引き取ること。 

④機構は、無限責任組合員の財務内容等の経営状況について、報告を求めることができ

る。 

 
（注１）本比率については、組合の第３事業年度末以降の毎事業年度末時点において充足されて

いること。 

（注２）「中小企業者」とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第２条第１項各号に定義され

る中小企業者をいい、具体的には以下のいずれかに該当するものをいう。 

ただし、１社の大企業（中小企業者以外の者をいう。以下同じ。）若しくはその役員から５０％

以上の出資を受けている中小企業者又は大企業若しくはその役員から１００％の出資を受け

ている中小企業者（投資後に当該中小企業者に該当しなくなることが明らかである場合を除

く。）は、投資対象における中小企業者比率に含まない。 

①製造業、建設業、運輸業その他の業種を主たる事業として営む者にあっては、資本金若し

くは出資の総額が３億円以下の会社又は常時使用する従業員数が３００人以下の会社及び



個人。ただし、ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工

業用ベルト製造業を除く。）については、資本金若しくは出資の総額が３億円以下の会社又

は常時使用する従業員数が９００人以下の会社及び個人。 

②卸売業を主たる事業として営む者にあっては、資本金若しくは出資の総額が１億円以下の

会社又は常時使用する従業員数が１００人以下の会社及び個人。 

③サービス業を主たる事業として営む者にあっては、資本金若しくは出資の総額が５千万円

以下の会社又は常時使用する従業員数が１００人以下の会社及び個人。ただし、ソフトウ

ェア業又は情報処理サービス業については資本金若しくは出資の総額が３億円以下又は常

時使用する従業員数が３００人以下の会社及び個人、旅館業については資本金若しくは出

資の総額が５千万円以下の会社又は常時使用する従業員数が２００人以下の会社及び個人。 

④小売業を主たる事業として営む者にあっては、資本金若しくは出資の総額が 5 千万円以下

の会社又は常時使用する従業員が５０人以下の会社及び個人。 

⑤企業組合 

⑥協業組合 

⑦独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第１条第２項で定める組合及び連合会 

   

 


